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はじめに 

背景及び目的 

 

広島市が管理する道路橋（以下「橋」という。）は、令和６年９月３０日現在で３，２２９橋あり、そ

のうち中・大規模橋とする橋長１５ｍ以上のものは８０３橋あります。 

この８０３橋のうち、架設年次が不明である４９橋を除いた７５４橋について、建設後５０年を経過す

る高齢化橋は２６３橋で、約３５％を占めます。 

今後、橋の高齢化は更に進み、１０年後には４２７橋（約５７％）、２０年後には５８６橋（約７８％）

となり、２０年間で約２．２倍に増加することになります。 

このため、損傷が顕在化してから行う本市の従来型の対策では、大規模な修繕や架替が一時期に集中し

多額の事業費が必要となり、適切な管理ができなくなることが懸念されています。 

広島市橋梁長寿命化修繕計画は、利用者や周辺利用者の安全を確保した上で、効率的かつ効果的な維持

管理を計画的に行うことにより、長寿命化を実現し、ライフサイクルコストの縮減と事業費の平準化を

図ることを目的として策定しました。 
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１ 管理橋の現状 

 

本市が管理する橋は、令和６年９月３０日現在で３，２２９橋あります。このうち、橋長１５ｍ以上

のものは８０３橋あります。 

橋の分布は図１－１のとおり、市内中心部より郊外部である安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区に

架かる橋が多く、全体の８割以上（２,７２０橋）を占めています。 

また、図１－２の橋長別管理橋数を見ると、水路や小規模河川に架かる橋長５ｍ未満のものが全体の

約４割（１,４３８橋）を占める一方、５０ｍ以上の長大橋は約１割（２８２橋）となっています。 

 

図１－１ 各区別の管理橋数 

 

図１－２ 橋長別の管理橋数  

2,720 橋（約 84％） 

約 44％ 

約 9％ 
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次に、橋長１５ｍ以上の橋（８０３橋）の架設年代別の分布を見ると、図１－３に示すとおり、高度

経済成長期を含む１９６０年代から１９８０年代に集中し約６割を占めています。 

また、図１－４に示すとおり、建設後５０年以上を経過する橋の割合は、現在は３５％程度ですが、

２０年後には約７８％に達することから、近い将来において大量の更新時代が到来することが予測さ

れます。 

 

図１－３ 橋の架設年代別の分布（橋長１５ｍ以上）※ 

                              ※架設年次が不明なものを除く 

 

 
 

図１－４ 建設後５０年以上経過した橋の割合（橋長１５ｍ以上） 

  

約 56% 
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落ちた 

落ちない 

 

２ 管理橋の健全度の現状 

 

⑴ 点検及び健全性の診断 

① 点検は、市民の安全・安心を確保するという視点に重きを置いて行い、危険な状態を早期に発見

し、安全確保のため、速やかに必要な措置を講じるとともに、対策の必要性の要否判定や対策方針

を検討するための基礎資料を得ることを目的に実施します。 

実施にあたっては、「広島市橋梁点検マニュアル(平成 27年１月)」に基づき（図１－５）、コン

クリート片などの落下により、市民被害が生じる可能性のある損傷の点検（市民被害予防措置）を

２～３年に 1回の頻度で、また、点検する部位、部材に応じて適切な項目（損傷の種類）に対して

（図１－６）、近接目視を基本とする定期点検を５年に１回の頻度で実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－５ 点検から橋毎の診断までのフロー図 

  

有 

 

 

無 

打音検査等 

（２～３年に１回） 

叩き落とし作業 

防錆処理 

Ⅳ緊急措置段階 Ⅰ健全 

点検 

（５年に１回） 

（初回は供用開始後２年以内） 

部材の損傷程度の評価(a～e) 

近接目視 

A.B 

追跡調査※３ 

A :健全 

B :状況に応じて補修を行う必要がある。 

C1:予防保全の観点から、速やかに補修等を行 

う必要がある。 

C2:橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補 

修等を行う必要がある。 

E1:橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必 

要がある 

E2:その他、緊急対応の必要がある 

M :維持工事で対応する必要がある。 

S1:詳細調査の必要がある。 

S2:追跡調査の必要がある。 

Ⅱ予防保全段階 

E1 .E2 

C1 

Ⅲ早期措置段階 

記録・損傷程度の再評価 

C2 

S1 

部材毎の健全性の診断 

橋毎の健全性の診断 

最終的に定期点検の結果、部材毎の診断などに基づき総合的に橋毎の診断・評価を行います。 

【市民被害予防措置】 【定期点検】 ※１対策区分の判定 

Ⅰ健全 Ⅱ予防保全段階 Ⅲ早期措置段階 Ⅳ緊急措置段階 

対策区分の判定(Ⅰ)※１ 

A,B,S1,S2,E1,E2,M 

 

詳細調査※２ 

対策区分の判定(Ⅱ) ※１ 
B,S1,S2,E1,E2,M 

S2 

E1 .E2 B 

異常の有無 

※２:定期点検において損傷があり補修等の必要性の判定を行うにあたって、原因・規模などの詳細な調査が必要と判断できる状態の場合に行う調査。 

※３:詳細調査を行う必要はないものの、損傷の程度の進展を見極める必要がある場合に行う調査や、通常点検後に対策を行うまでの間に行う調査。（原則と

して 1 年に 1回実施する。） 

M 
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図１－６ 点検の項目（参考） 
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② 健全性の診断は、初めに、橋の損傷程度を把握するため、定期点検など各種点検を実施し損傷程

度の評価を行います。その後、各損傷について対策区分（表１－１）の判定を行った後、最終的に

橋梁全体の健全性（表１－２）を「Ⅰ健全」「Ⅱ予防保全段階」「Ⅲ早期措置段階」及び「Ⅳ緊急措

置段階」の４段階で診断します。 

 

表１－１ 対策区分の判定 

対策区分 判定の内容 

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

B 状況に応じて補修を行う必要がある。 

C1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 

E2 その他、緊急対応の必要がある。 

M 維持工事で対応する必要がある。 

S1 詳細調査の必要がある。 

S2 追跡調査の必要がある。 

 

表１－２ 橋梁全体の健全度 

健全度 内 容 

Ⅰ健    全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置することが望ましい状態 

Ⅲ早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
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＜損傷事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

床版の鉄筋露出 主桁の鉄筋露出 

床版の鉄筋露出 橋脚の亀裂 

床版のひび割れから錆汁の発生 

橋台のひび割れ 橋台のひび割れ 

主桁の腐食 

【健全度Ⅳ】 

【健全度Ⅲ】 
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⑵ 点検結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－３ 令和元年度から令和５年度までに行った点検結果 

健全度 区 分 定 義 総橋梁数 
  

重要橋 小規模橋 

Ⅰ 健 全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 1,008 橋 229 橋 779 橋 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防

保全の観点から措置することが望ましい状

態 

1,882 橋 545 橋 1,337 橋 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、

早期に措置を講ずべき状態 
323 橋 105 橋 218 橋 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
0 橋 0 橋 0 橋 

その他 新設された橋梁など点検未実施 16 橋 8 橋 8 橋 

計 3,229 橋 887 橋 2,342 橋 

 

 

 

 

 

 

  

図１-８ 健全度と重要橋の種類※２ 

※2：被爆橋、跨線橋、跨道橋の橋長 15ｍ以上を含む 

図１-７ 健全度と架設経過年数※１（重要橋） 

※1：架設年次不明 110 橋を除く

第１章 

橋梁について、｢広島市橋梁点検マニュアル(平成 27 年１月)」に基づき、令和元年度から令和５年

度までに点検を実施しました。 

点検の結果では、健全度Ⅲは３２３橋（１０％）であり、健全度Ⅱは１，８８２橋（５８％）でし

た。（表１－３） 

重要橋の架設経過年数別に見ると、建設後５０年を経過している橋の健全度Ⅲの割合は２３％で 

４０年～４９年を経過している橋の健全度Ⅲの割合は１２％でした。（図１－７） 

重要橋の種類別に見ると、跨線橋の健全度Ⅲの割合が２７％で被爆橋は５０％でした。（図１－８） 
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１ 維持管理の基本方針 

 

 

 

 

 

 本市では、近い将来に高齢化橋が増大し、急速に進む更新時代の到来への流れを踏まえ、これまでの

損傷が顕在化してから対策を行う事後保全型管理から定期点検などにより損傷の程度を把握し、計画

的なメンテナンスを実施することによる橋の長寿命化やライフサイクルコストの縮減を目的とした予

防保全型管理に転換します。 

 しかし、本市が管理している橋は、橋長２ｍ程度のものから１００ｍを超えるものまであり、これら

の橋を効率的、効果的に管理していくために、架替に伴う交通規制や事業費など、社会的・財政的な影

響が大きい橋と影響が小さい橋に分けて管理していく必要があります。 

 このため、影響の大きい（①京橋、猿猴橋などの『被爆橋』、②第三者被害など多大な影響が予測さ

れる線路や道路を跨ぐ『跨線橋・跨道橋』、③架替時に多額の費用を要する橋長１５ｍ以上の『中・大

規模橋』）を重要橋と位置付け、予防保全型管理とし長寿命化を進めます。また、それ以外は小規模橋

と位置付け、従来どおりの事後保全型管理とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 予防保全型管理対象橋の選定の流れ 

 

 

  

※１ 予防保全型：損傷を日常点検や定期点検により把握し、損傷の進行を予測することにより損傷が大きくなる前に適切な対策を 

効果的・効率的に行うことで橋の長寿命化を図る管理手法。 

※２ 事後保全型：損傷を日常点検や定期点検により把握し、その都度必要な対策を行い安全性の確保を図る管理手法。 

重要橋は『予防保全型』※1、小規模橋は『事後保全型』※2に区分して管理 

※３ 被爆橋：爆心地から半径５km 以内に位置し、現存する６橋（京橋、栄橋、比治山橋、猿猴橋、荒神橋、観光橋）をいう。 

跨線橋・跨道橋 

被爆橋 

橋長１５ｍ以上 

広島市管理橋 

３，２２９橋 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

被爆橋※３ 

（６橋） 

跨線橋・跨道橋 

（２０２橋） 

中・大規模橋 

（６７９橋） 

小規模橋 

（２，３４２橋） 
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小規模橋 

『事後保全型管理』 

２，３４２橋 

重要橋 

『予防保全型管理』 

８８７橋 
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２ 長寿命化の実現に向けての取組 

 

  長寿命化を実現するために、３つの取組を推進し、橋のメンテナンスサイクルを確立します。 

  また、これらの取組に伴う点検結果、修繕履歴などの記録はデータベース化し、適切な維持管理に活

用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【取組１】定期的な橋の損傷の程度の把握 

【取組２】優先度の評価・修繕の具体的な取組方の決定 

【取組３】修繕の実施 

図２－２ 橋のメンテナンスサイクル 
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【取組１】定期的な橋の損傷の程度の把握 

橋の効率的、効果的な維持管理を進めるためには、損傷の有無や進行状況などを定期的に把握する

必要があります。 

本市では、広島市橋梁点検マニュアルに基づき、図２－３に示すように、①道路パトロールとして

実施する『通常点検』（追跡調査を含む）、②５年に１回を基本として行う『定期点検』（詳細調査、

追跡調査を含む）、③災害時など異常時に実施する『異常時点検』を行うなど、橋の損傷程度の把握

を行います。 

また、コンクリート片等の落下により被害が生じる可能性のある橋については『市民被害予防措

置』として打音検査等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 点検等の種類 

 

表２－１ 点検の頻度 

対象橋 頻 度 

■広島市管理橋 （３，２２９橋） 

広島市が管理する被爆橋、跨線橋・跨道橋などを

含めた２ｍ以上のすべての橋 

５年に１回 

 

      ＜参考＞ 

■市民被害予防措置  （２６９橋） 

道路、線路及び広場などを跨ぎ第三者被害が 

生じる可能性のある橋 

２～３年に 1 回 

 

  

点検の種類 通常点検 

定期点検 

異常時点検 

市民被害予防措置 

道路の異常、損傷などの発見を目的として日常的に実

施する道路パトロールの中で橋梁の状態を、車内から

の目視で行う。（追跡調査を含む） 

全橋梁において、近接目視により行う点検。 

供用開始後 2 年以内に初回点検を実施し、以降は 5年

に 1 回実施。（詳細調査、追跡調査を含む） 

コンクリート片等落下により被害の生じる可能性の

ある橋について 2～3 年に 1 回打音検査等を行い、異

常の有無を確認する。 

地震や台風などの災害や大きな事故が発生した場合

などに必要に応じて実施し橋の安全性等を確認する。 

第２章 
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図２－４ 点検体系図 

 ：点検計画 ：点検頻度  ：点検の実施  

優先度の評価・修繕の具体的な取組方の決定（5年に一度見直し） 

：判定・診断  

パトロール 

 
異常の

有無 

近接目視 遠望又は 
近接目視 

打音検査等 

異常の有無 

 叩き落し作業 

防錆処理 

記録・損傷程度の再評価 点検結果記録 点検結果記録 

損傷程度の

評価(a～e) 

1 回/5 年 
(初回は供用開 
始後 2 年以内

に実施） 
1 回/2～3 年 必要の都度 随時 

通常点検 定期点検 市民被害予防措置 
異常時点検 

災害発生 

無 

落ちた 

落ちない 

構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目し、最も厳しい評価を反映 

Ⅳ：緊急措置段階 Ⅱ：予防保全段階 Ⅰ：健  全 Ⅲ：早期措置段階 

橋全体の健全性診断 

点検結果記録 

Ⅳ：緊急措置段階 Ⅱ：予防保全段階Ⅰ：健  全 Ⅲ：早期措置段階 部材の健全性診断 

対策区分の判定(Ⅱ) 
B,E1,E2,C1,C2 

詳細調査 

S1 

B E1，E2 

C1 

A:補修を行う必要なし 
B:軽微な損傷、状況に応じて補修 
S1:損傷があり詳細調査等が必要 
S2:損傷があり追跡調査が必要 
E1:橋梁構造上、緊急対応が必要 
E2:E1 以外で、緊急対応が必要 
M:維持工事で対応 

B:軽微な損傷、状況に応じて補修 
E1:橋梁構造上、緊急対応が必要 
E2:E1 以外で、緊急対応が必要 
C1:予防保全として早期に補修 
C2:構造上、早期に補修 

M 

E1，E2 A,B 
対策区分の判定(Ⅰ) 
A,B,S1,S2,E1,E2,M 

追跡調査 

S2 

C2 

対策区分判定 

有 

追跡調査 

有 

無 

点検計画 

点検頻度 

点検の実施 

 
：優先度評価・取組方決定 

判定・診断 
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【取組２】優先度の評価・修繕の具体的な取組方の決定 

点検結果を踏まえて、損傷の程度や規模などに応じた適切な対策を行うため、修繕を行う橋の優先

順位などを検討し、具体的な取組方を決定します。 

また、この具体的な取組方については、定期点検の周期に合わせ、見直しを行います。 

 

【取組３】修繕の実施 

修繕の具体的な取組方に基づき、長寿命化修繕工事を計画的に行うことにより、橋の長寿命化を図

ります。また、小規模橋については、点検結果に基づき事後保全型管理により、必要に応じて対策を

実施します。 

 

 

 

 ＜対策事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひび割れ注入 断面修復 

表面被覆 伸縮装置の取替え 
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３ 長寿命化による効果 

 

予防保全型管理対象の８８７橋について、事後保全型管理を実施した場合と予防保全型管理を実施

した場合を比較すると、２０２５年から２０７４年までの５０年間、事後保全型管理を実施した場合の

概算事業費約３，５８０億円に対して、予防保全型管理を実施した場合の概算事業費は、約１，７４０

億円となり、約１，８４０億円（約５０％）のコスト縮減が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 予防保全と事後保全との事業費比較 

第３章 第２章 

【試算条件】 
・設 定 期 間：５０年間 
・概算事業費：修繕費（部材修繕又は部材交換）＋更新費（橋りょう撤去及び新設）＋点検費 
・予 防 保 全：健全度Ⅲ及びⅡの部材の修繕＋部材の交換※１＋更新※２＋点検 
・事 後 保 全：健全度Ⅲの部材の修繕＋部材の交換※１＋更新※３＋点検 

※１：耐用年数に達した時点で部材を交換することを想定（ゴム製支承：１００年 伸縮装置：３０年） 
※２：予防保全は、新設後１００年で更新時期を迎えることを想定 
※３：事後保全は、新設後 ７０年で更新時期を迎えることを想定 



第３章 修繕の具体的な取組方 

15 
  

１ 修繕の具体的な取組方 

 

予防保全による長寿命化を目的とした修繕の具体的な取組方は次のとおりとします。 

 
健全度Ⅱの５４５橋については、令和１７年度以降に予防保全型管理を実施 

注 1)足場など新たに仮設物を設置しなくても実施できる場合など 

表３－１ 実施スケジュール 

対象橋の健全度 
令和 6 年度 

以前 

令和 7 年度～令和 11 年度 令和 12 年度 

～ 

令和 16 年度 

令和 17 年度 

以降 R7 R8 R9 R10 R11 

（健全度Ⅳ）【  ０橋】 
道路橋の機能に支障が生じ

ている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置

を講ずべき状態 

 
 

 
 

（健全度Ⅲ）【１０５橋】 
道路橋の機能に支障が生じ

る可能性があり、早期に措置

を講ずべき状態 

 

１９橋※ 

対策完了 

 

３３橋の対策 

 

５３橋の対策 
 

4 橋 7 橋 7 橋 10 橋 5 橋   

（健全度Ⅱ）【５４５橋】 
道路橋の機能に支障が生じ

ていないが、予防保全の観点

から措置することが望まし

い状態 

    

５４５橋の 

対策 

 

（健全度Ⅰ）【２２９橋】
道路橋の機能に支障が生じ

ていない状態 

    

上記の橋梁数は、現在（令和７年度当初予算）と同等の予算額が今後も確保された場合の対策完了見込み。 

※令和元年度から令和５年度に行った定期点検で健全度Ⅲと診断した１０５橋のうち、１９橋については令和６年度ま

でに対策が完了しているため、未対策の健全度Ⅲは８６橋となる。 

＜優先順位＞ 

修繕を行う優先順位については、橋梁全体の「健全度」の悪いものから順に対策を実施することを

基本とし、「健全度」が同じ場合は、経過年数や、緊急輸送道路等の路線特性などを踏まえて決定し

ています。（参考資料 個別施設計画参照） 

⑴ 対  象  本市が管理する重要橋８８７橋のうち、８６橋の対策を優先的に実施 

⑵ 期  間  令和７年度から令和１６年度までの１０年間 

⑶ 取組内容  ・

 

・健全度Ⅲの劣化箇所を修繕する際、健全度Ⅱの劣化箇所も可能な範囲注 1)で併せ

て修繕を実施することで、予防保全型管理を実施 

・対策を行う８６橋以外についても、５年間で順次実施する定期点検（全橋梁）

の結果、損傷の進行が確認され緊急対応が必要な場合や、車両等の通行に支障

をきたすおそれのある損傷については、適宜対策を実施 

⑷  定期点検の周期に合わせ、原則５年に一度、計画の見直しを実施 

８６橋の対策 
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１ 費用の縮減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他 

 

◆ 新技術の活用方針 

修繕工事等において、本市が管理する橋梁に対し、ひび割れ補修工法や剥落防止工法等の新技 

術等の活用を検討します。 

本市が管理する橋梁３，２２９橋のうち約１０橋について、新技術等の活用により、令和１１

年度までに、約１億円の費用縮減を目指します。 

◆ 集約化・撤去 

修繕が必要な橋梁について、迂回路の有無など地域の状況を勘案し、集約化・撤去を検討しま

す。また、令和１１年度までに、１橋の集約化・撤去を目指します。 

集約化・撤去により、定期点検に要する費用について、令和９年度までに、約２,５００万円の

費用縮減を目指します。 

◆ 包括的民間委託 

橋梁の老朽化が進み、財政面・体制面で課題を抱える中、より効率的・効果的にメンテナンス

を行うため、包括的民間委託を活用したメンテナンス手法の導入を目指します。 

◆ 耐震対策 

耐震対策が必要な橋梁について、長寿命化対策に合わせて耐震対策を実施します。 
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